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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和２年１２月２日（水） 

午 前  ９時５９分  開 会 

午 前 １１時１２分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  下 山 光 義   副委員長  堀   光 雄 

委  員  舩 見 昌 功   委  員  遠 藤 泰 子 

委  員  澤 口 正 義   委  員  馬 場 騎 一 

議  長  小比類巻 雅 彦   副 議 長  瀬 崎 雅 弘 

 

４．傍聴議員   議  員  小比類巻 孝 幸   議  員  奥 本 菜保巳 

 

５．説 明 員   副 市 長                  米 田 光一郎 

経済部長                  関   敏 徳 

経済部参事兼産業観光課長          長 根 正 登 

産業観光課課長補佐             中 村 容 三 

産業観光課課長補佐             田 代 史 麿 

上下水道部長                新 堂 宏 一 

下水道課長                 坂 岡 敏 行 

下水道課長補佐兼施設管理係長        冨 田 照 彦 

下水道課長補佐               鈴 木 洋 一 

下水道課計画工務係長            駒 沢   寿 

 

６．事務局職員   事務局長  村 井 拓 司   庶務係長  織 笠 信 吾 

主  査  川 嶋 貴 彬   主  査  浪 岡 光 平 

 

７．案  件   ⑴三沢市浄化センター等運転管理包括業務委託の進捗状況について 

⑵スカイプラザミサワの運営状況について 

 

８．会議概要 

下山委員長：定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 これより産業建設常任委員会を開会いたします。 

 本日は、所管事務調査として上下水道部所管の三沢市浄化センター等運転管理包括業務

委託の進捗状況についてと、経済部所管のスカイプラザミサワの運営状況についての２件
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の案件について調査を行います。案件１件ごとに調査してまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、案件１件目、三沢市浄化センター等運転管理包括業務委託の進捗状況につい

て調査いたします。 

 現在、当市の上水道や下水道は、それぞれ使用料等の収入を基に運営しておりますが、

人口減少による収益の減少に加え、老朽化した管路の更新などに伴う維持管理費の増加に

より、その運営は今後ますます厳しいものであると予想されております。このような状況

の中、令和元年度より当市の浄化センターを含めた下水道施設の運転管理業務について、

包括的に業務委託を行うよう準備が進められているとのことでありますが、現在の状況及

び今後の方針について調査・確認してまいります。 

 それでは、市当局より説明を願います。 

坂岡下水道課長：それでは、三沢市浄化センター等運転管理包括業務の進捗状況につい

て、お手元の資料に沿って御説明いたします。 

 まずは三沢市の状況について御説明いたします。 

 当市の下水道整備の推進に伴い、維持管理すべき下水道施設も着実に増加し、その維持

管理費等が、この厳しい財政状況下において重要な課題になっております。 

 そのような中、三沢市浄化センター、古間木ポンプ場及びマンホール形式ポンプ場の維

持及び運転管理業務は、仕様書発注により２６年間実施しております。ちなみに、仕様書

発注とは、市が設定した基準マニュアルに沿って維持及び運転管理業務を発注する手法で

あり、単年度契約が原則であります。 

 続きまして、昨今の国内の状況について御説明いたします。 

 先ほど御説明した下水道施設の維持管理費問題は、全国的に見ても多くの自治体が抱え

ている問題でありますが、そのような中、官民連携の動きが進み、民間の創意工夫による

維持管理の質の向上が期待される包括的民間委託が増加傾向にあります。ちなみに、表示

の円グラフは平成３０年度のデータですが、ここには書いてございませんが、平成２８年

度からの包括的民間委託の数字の推移を申しますと、平成２８年度が３８０件、平成２９

年度が４３０件、前年度比プラス５０件、平成３０年度は表示のとおり４７１件、前年度

比プラス４１件、平成３１年度は５０７件、前年度比でプラス３６件となっております。

そういうように年々増加しております。 

 なお、これに代わって下落傾向にあるのは、その他民間委託であります。当市の現在の

契約も、その他民間委託に該当する随意契約であります。 

 次に、包括的民間委託の定義について御説明いたします。 

 包括的民間委託とは、性能発注かつ複数年契約にわたる維持及び運転管理業務の民間委

託であります。ちなみに、性能発注とは、民間業者が施設を適切に運転し、処理水質、処

理水量や設備の状況等一定の性能を発揮することができるのであれば、施設の運転及び保

全方法は民間業者にお任せするという考え方であります。 

 この手法は、平成１３年４月に国土交通省から性能発注の考え方に基づく民間委託のた

めのガイドラインが示され、その後、平成１６年３月、下水道処理場等維持管理における

包括的民間委託の推進についてという表題で、下水道処理場等の維持管理における性能発
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注を基本とした包括的民間委託について積極的に推進するように努められたいとの通知が

ありました。また、平成２１年３月には、下水処理場等における包括的民間委託の事例に

ついてという表題で通知があり、より一層の推進が促されております。 

 次に、民間事業者の選定方法について御説明いたします。 

 選定方法としては、一般競争入札、指名競争入札、総合評価一般競争入札、公募型プロ

ポーザルが挙げられておりますが、包括的民間委託の民間事業者の選定方法としては右の

円グラフのとおり、公募型プロポーザル方式が指名競争入札に次いで多くの実績を上げて

おります。 

 また、その特徴について次のページの業者選定方式の特徴で御説明いたします。 

 お示しの表のとおり、一般競争入札と指名競争入札は、入札価格により費用重視で業者

選定を行う方式でありますが、総合評価一般競争入札と公募型プロポーザル方式は、費用

よりも技術能力を重視した業者選定方式であります。 

 包括的民間委託の受託選定方式においては、民間の創意工夫を生かした技術提案がなさ

れるよう総合評価一般競争入札あるいは公募型プロポーザル方式について検討を行うこと

が望ましいとされております。県内で包括的民間委託を導入しております３市、青森市、

八戸市、五所川原市が導入しております。この３市のうち２市が公募型プロポーザル方式

を採用しております。 

 また、同規模の汚水処理場を運転管理しております、近場では岩手県の紫波町も公募型

プロポーザル方式を採用しております。 

 なお、先ほど費用よりも技術能力を重視と御説明いたしましたが、本業務委託の実施要

領で見積限度額を設定しておりまして、その限度額により既にコスト縮減効果を発揮して

おりますことを、後ほど別のグラフで御説明いたします。 

 以上のことを踏まえ、次の６、発注方式及び選定方法により、当市の三沢市浄化セン

ター、古間木ポンプ場及びマンホール形式ポンプ場の維持及び運転管理業務は、性能発注

による包括的民間委託によるものとし、現在の業務内容の運転管理、施設管理業務に小修

繕業務及びユーティリティ業務等を加え、民間側の創意工夫による効率化、コスト縮減を

図るといたしました。 

 また、業者選定については、中長期的な施設更新を含めた技術提案及び経済効果が最も

生かされる公募型プロポーザル方式を採用いたしました。 

 続きまして、３ページの三沢市浄化センター等運転管理包括業務委託の進捗状況につい

て御説明いたします。 

 まずは包括的民間委託に向けたこれまでの動きについて御説明いたします。 

 ７月に開催された第１回下水道委員会で、先ほど御説明いたしました事項について御承

認いただきましたので、速やかに本業務委託に係る公募型プロポーザル選定委員会を組織

し、以下のとおり業者選定を進めてきました。なお、公募型プロポーザル選定委員会は、

学識経験者・工学博士１名、有識者・公認会計士１名と先進市職員１名の計２名、三沢市

関係課職員が４名、アドバイザー・国土交通省１名の外部４名、内部４名の計８名で構成

されております。この委員によりプロポーザルの実施要領、審査基準、発注図書、スケ

ジュールの検討及び決定を行っております。その結果、本包括的業務委託への参加表明業
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者は、参加表明の提出順に、１番株式会社西原環境東北営業所、２番住友重機械エンバイ

ロメント株式会社東北支社の２社でございました。 

 続きまして、技術提案書の審査結果について御説明いたします。 

 １１月４日に技術提案書の審査としてプレゼンテーションを行いました。なお、アドバ

イザー、国土交通省の方ですが、は当初から採点以外の参加が条件であることと、有識者

・公認会計士１名の方が新型コロナウイルスの影響から不参加を表明しました。そういう

ことで、合計６名で審査を行いました。審査項目は、大別では５項目、詳細項目は１５項

目をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で採点していただき、結果は表記のとおりとなりました。優

先交渉権では住友重機械エンバイロメント株式会社、技術評価点２９５点、価格評価点８

４点、合計３７９点。次点者は株式会社西原環境、技術評価点２７７点、価格評価点１０

０点、合計評価点が３２７点。なお、技術評価点は４００点満点、価格評価点を１００点

満点、合計で５００点満点であり、評点の技術評価は審査員６名の平均点を示しておりま

す。 

 続いて、包括的民間委託に向けたこれからの動きについて御説明いたします。 

 上記の結果により今後の優先交渉権者の住友重機械エンバイロメント株式会社と技術提

案書、見積書及び業務委託契約書を基に契約締結を行うこととなり、この後の動きは表記

のとおり予定しております。まずは下水道課で１月２０日に、予定ですけども包括的民間

委託の契約を締結したいと思っております。その後、下水道委員会のほうに、契約状況等

を２月に御説明したいと思っております。その後、当課と包括的民間委託の事務の引き継

ぎを約２か月行いまして、包括的民間委託を来年の令和３年４月１日から３年間行う予定

となっております。 

 最後に、現時点での包括的民間委託の効果を御説明いたします。 

 ここで表示しました棒グラフが、ここまで御説明いたしました三沢市浄化センター等運

転管理包括業務委託に関する金額とこれに関わる三沢市職員の人件費の合計額でありま

す。左から平成３０年度、令和元年度は決算額を表示し、令和２年度は契約済額を表示し

ております。ちなみに、令和２年度の契約はおおむね完了しておりますので、大きく数字

が変わることはないものと考えております。 

 平成３０年度から令和２年度までの３年間は、御覧のとおり右肩上がりで金額上昇がし

ております。そしてその右隣の令和３年度から５年度までが、今後の包括的民間委託によ

る予定額とそれに関わる市職員の予定事務としての合計額でありますが、このうちの包括

委託と赤い矢印で示した範囲の金額が、先ほど業者選定方式の特徴で触れておりました見

積限度額が設定されており、繰り返しになりますが、既にコスト縮減を図った設定金額と

しております。 

 こちらの令和３年から５年までの３年間は、御覧のとおり設定の限度額により年間約７

０万円の増額とこれまでの増額幅を大きく抑えることができるものと想定しております。 

 以上で、三沢市浄化センター等運転管理包括業務委託の進捗状況についての御説明を終

わらせていただきます。 

下山委員長：ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対し質疑応答を行います。委員の皆さんの御意見・御質問
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等はございませんか。 

舩見委員：今後またプロポーザル方式に選定するということは、価格費用重視よりも技術

能力が重視しての選定ということで、評価点で住友重機械エンバイロメント株式会社に決

まったということで理解します。 

 ４ページの包括委託になった場合の効果なんですが、令和１年は民間委託ですが、令和

５年とほぼほぼグラフ的に変わらないように見えるんですが、コスト縮減と民間委託に

よって、もっとぎゅっと費用が抑えられるのかなと私個人としては思うのですが、その辺

のことを教えてください。 

坂岡下水道課長：実際に、平成３０年度、令和元年度、２年度と、大体５００万円ぐらい

が年間上がってきております。このまま想定しますと、令和３年度も恐らくこのぐらいの

増加がまた見込まれてしまうということで、今回、包括的民間委託を採用いたしまして、

約１,０００万円弱ですけども、そのぐらいは令和３年度で１回落とししますよというま

ず効果が出るかと思います。さらには、繰り返しになりますけども、年々５００万円前後

の上昇率が、今後は７０万円ぐらいの上昇率で上がるということで、このまま上がり幅を

非常に抑えることによって効果が期待できるなと思っております。 

 それともう一つは、実は先ほど技術のほうを重視した提案でしたよというお話をしまし

たけども、金額に見えない技術提案が多数ございまして、一例を申し上げますと、まず省

エネ重視の技術提案がございました。今、専門的なあれなんですけども、散気装置という

装置が一系列に４機はいっているのですが、それを超微細散気装置という最新の技術の装

置を導入してもらうと。それは我々がお金を払うんじゃなくて、業者のほうの技術として

設置してみたいという提案をいただきました。それによって今まで４機必要だったのが１

機で済むということで、まず今後のコスト、電気代、それが非常に縮減されるのと、この

機械は実は５年ごとに更新というか、分解点検をしなければならないんですけども、これ

も今まで５年に１回、４機をしなければならなかったのが１機で済むという最新の技術を

提案していただいたりもしておりますので、その効果も非常に大きいかなと思っておりま

す。 

 以上です。 

舩見委員：ありがとうございます。民間委託によってコスト縮減され、また、金額の上が

り幅も縮小され、金額以外でも効果があるということで理解しました。 

 また４ページですが、棒グラフのところの黄色の部分ですね。修繕・故障費で小規模な

修繕とございますが、私はこれは３年契約の３年更新と理解しておりますが、それが合っ

てるのかどうかと、小規模な修繕は分かるんですが、費用の大規模な修繕とか故障とか

あった場合、これは民間の企業が補修するのか。多分ごみ処理場でも１０年契約とかで、

大規模な修繕があれば会社のほうが持つと、行政はそこには関与しないというふうな契約

になると思うんですが、その辺の大規模な修繕・故障の場合はどのような契約になってい

るのかを教えてください。 

坂岡下水道課長：ここに表示しております年間１１５万円という修繕は、小修繕といいま

して、通常、我々も大規模修繕に関しては計画的に修繕計画を更新も含めて計画しており

ますので、今回の包括とは別に補助金をもらって行う事業として計画しておりますので、
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これには含まれておりません。これに含まれているのが、急に発生する修繕、故障、これ

に対応するのが大体我々のここ数年の年間多いときで３００万円ぐらいかかるときもあり

ますけども、少ないときであれば数十万円で済むときもあるということで、ならして、ま

ず年間１００万円ちょっとというふうに、まずは３年間計画させていただきました。です

ので、それ以外の修繕というのも、当然計画的にやるものは別予算で計上しております。 

 以上です。 

舩見委員：１００万円の修繕を３００万円と、わかりました。これは３年更新なんです

か。 

坂岡下水道課長：まずは３年間、今回設定しました。３年間は１１５万円ずつ掛ける３と

いうことになりまして、今後、この３年間で業者を経営状況とか実際の管理状況を見て、

他市であると次は５年というような長期契約を結ぶ場合もありますけども、その辺も見据

えて、今後はこの３年間で見極めていきたいと思っております。 

 以上です。 

馬場委員：これは浜三沢のところのセンターですか、今言ってるのは。 

 これからそういうふうにするということですからいいんだけど、今までも誰か地元の人

たちがあそこにいたよね。管理運営してるんでしょう。自前してあったでしょう、組合な

んかつくって、三つだか四つ入って。はっきり言えば、その人たちを、地元の人たちをな

くして、首にして大手のとかそういうのを入れると、そういうことですか。 

坂岡下水道課長：ただいまの今の現在行っている業者の契約というところですけども、今

現在、三沢市環境整備事業協同組合というところが管理を行っております。今回、御提案

させていただいた住友重機械エンバイロメントは、今回の契約の総括責任者と、それは住

友さんから出していただき、残りの１２人現在雇用しておりますけども、その１２人はそ

のまま採用するという御提案をいただいておりました。 

 以上です。 

馬場委員：いやいや、分かります。だから、今までのやつを一切なくて、新しく住友さん

に決めるということでしょう。どうも納得いかん。地元を今優先して、地元の人たちがや

れないわけないでしょう、これは地元でも。そういうのが何か全然、なるべく今はこの時

代だから、地元の人たちの技術とかそういうのをアップしてやってからやりましょうとい

う、全てので今は地元のほうでやれるのは地元でやろうってなってるのに、俺が結果を聞

いたら、簡単に切って、今までやった人が、迷惑かけて何とか安くしても高くしてとかい

ろんなのをやって努力してたのをすぱっと切って、新しくというか、非常に情けがなくて

三沢市らしくないなと思って非常に憤慨してるんです。 

 何でこんなことするんだと思って、何か安ければいい。人口減るのにまた考えていた

ら、さっき舩見さんが言ったとおり、これから減るんだ、これ何でも減るんだから、値段

は同じくやっていける、何か使う量が減るんだから、俺は簡単に言えばどんどん下がって

いくものかなと思うけど、同じくずんずん。量的に減るんでしょう、減る人がまずあれだ

から、それを同じくずんずん、何か非常にこういうやり方はあまり三沢市にふさわしくな

いなと思ってるんだけど、安ければいい。技術というのは、勉強して一生懸命にそのため

にやればいいんだから、そういうのになれば何とか、どうも腑に落ちないんだなって。そ
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の辺はどうなんですか。地元ともちゃんと話をして、納得して……。全てこうなるんで

しょう、今これをやられたら。何というか、水道とかなんかもそういう方向でいくという

ことでしょう。どうして今まで一生懸命、いわゆるお願いした人はまんま食えるんだか食

えないんだか分かんないけど、大丈夫なのかな、その辺は。 

坂岡下水道課長：今の先ほど三沢市の組合さんが今は請け負っておりますけども、その方

を下請としてそのまま使っていただくという契約になっております。 

 じゃあ、なぜ単価が下がるのかというのはいろいろございまして、まずは薬品等が３年

間という長期契約になりますので、また、大手さんも入りますので、大口購入ができて単

価が下げれるということがまず期待されております。あと、先ほど我々の仕様書発注と言

いまして我々の仕様で業務を全て行っていたのを、民間のノウハウである程度減らせるの

は減らす、そういうような効率化を図られるということで、その辺のコスト縮減も恐らく

働くものと思っております。あとは修繕とかそういう業務が、全てが包括になることに

よって契約単価が恐らく下がるというのも、非常に期待されるということで全国的に移行

しているところでありますので、地元の雇用が全くなくなるのではなくて、そこはそのま

ま引き続きやっていただくという技術提案もいただいておりますし、その後の例えば薬品

等の契約も、技術提案書では今までどおり契約していただくというような技術提案がなさ

れておりますので、地元雇用に対する減というのはあまり大きくないものと考えておりま

す。 

馬場委員：これは決まったんでしょう、しようがないと。これは言ってもしようがないか

ら。地元の人たちも、これはほとんど納得してるの。こうだからこうだって一応了解、了

解する必要もないか。でも、一応了解して、今まで勤めてやって、了解してやってやった

の。そうしたら、本人がよかったらいいんだけど。どうも俺ははじめから覚えてれば不賛

成だった。駄目だよ、これは。誰が、地元でなく。ちゃんと、副市長、何だかおかしいん

でないか、これはやり方としては。何か安くていいって言っておいて、何も地元育てない

で、どっと大手から来てやってもらったら、何だか一生懸命地元優先して、何でも全てみ

んなで地元挙げてやっても、何が今までできた、何が全然、俺はこれは駄目だなと思って

るんだけど、どうも納得できない。 

坂岡下水道課長：これは昨年度、まず可能性調査という業務を行って調査しました。その

業務発注前に、現在の請け負ってもらっております三沢市環境の協同組合には御説明して

おります。御納得はいただいておりますし、今回の技術提案書で各大手が地元の業者に参

加表明というのを取ってございます。そこにも今回の協同組合もそうですし、各地元業者

も参加表明ということで表明書を提出しています。 

 以上です。 

新堂上下水道部長：すみません。ちょっと補足させてください。 

 こちらの表を再度、４ページのを見ていただきたいと思います。 

 令和元年度、Ｒ１と下のほうに決算額を書いております。ちょっと簡単に申し上げます

と、上のほうに青い四角で民間委託、金額がＲ１でいきますと１億１,０５２万６,０００

円、民間委託、ここが現在地元の三沢市環境整備事業協同組合と契約している金額になり

ます。これが例えばＲ３年度、赤く囲まれた包括委託、その上、１億７１８万４,０００
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円、これはまだ確定した金額ではないんですけども、恐らく近い金額での契約になるだろ

うという部分が……。すみません。実際の契約は全体でやりますけども、分解すると地元

の部分が１億７１８万４,０００円ということで、３００万円ほど下がりますけども、現

在１２名雇用している方全てが包括委託に入ったとしても、運転管理のほうはそのまま継

続いたします。この金額が下がっているところは、先ほど申しましたように、先ほど例題

で薬品の話をしましたけども、これまで三沢市が発注して単年度で１か年度分の薬品を

買ってたんですけども、継続して３年ないし５年間ぐらい、いわゆる使用期限が長いやつ

は大口で買うことになってコストを下げていけるというところです。 

 下のほうの緑色と上の茶色い肌色の部分、肌色の部分が三沢市職員の人件費です。これ

まで三沢市の職員が緑色の部分をそれぞれ細切れで発注していました。包括委託のほう

は、その細切れのやつも全て今回の大手業者さんが発注するということで、これまでの市

の職員の業務負担量が減りますんで、その分肌色部分の金額が、例えばＲ１でいきますと

１,０００万円のところが、Ｒ３は１,１００万円ですけども、Ｒ４、Ｒ５でいわゆる人

を、例えば５人で当たっていたところを４人でやるというような形で人件費が減ります。

人件費のほうについては、これまで職員が発注してた業務が、今度は業者さんがやること

になるんで、できれば１人とか２人とか減らしていきたいという考えがあるのと、今は再

雇用でいわゆる６０歳以上の方々、実際は仕事はできるんですけども、そういう方々を充

当することによって人件費も下げれるというところで、何で包括に踏み切ったかという

と、この辺の全ての全体的なことを考えてメリットがあるという見込みで進めました。 

 地元との話合いは、もう既に詰めておりまして、協同組合のほうも住友重機械のほうと

ＪＶを組むなどして、令和２年度いっぱいはＪＶでいくと、令和３年度からは下請で入る

ということでお話のほうは聞いておりました。 

 以上、ちょっと補足でした。 

馬場委員：地元の人たちが納得したと言うんですから、それはなるべく今度は下請、地元

の人たちの技術力とか、いろんな指導をしてアップさせながら、何年かやったらこれは地

元でやれるみたいな方向で指導していければ。大手というのはなかなかいい話をしたっ

て、そう簡単にやるわけないんだから、言ってみれば大きくなってるんだから、言葉は悪

いけど、そういう下をいじめてばかりで大きくなってるんだから、それはなかなかあんた

が言ったみたいにそういかないと思うけど、やっぱり技術をアップさせるのが第一だか

ら、それしながら追々に地元に仕事をやれるみたいな方向でいければ、それしかないで

しょう、これは。それをぜひお願いしかないな。よろしくお願いします。 

坂岡下水道課長：我々の包括に向かったもう一つの理由が、これは専門的な用語になるん

ですけども、汚水処理原価というのがあります。それは、汚水処理費を年間の有収水量で

すから年間の使用料を取っている汚水量、これで割った数字があります。これは各市町村

全てございます。県内１０市比較しますと、三沢市の場合は２４６.１５円です。県内の

１０市は２１１.６円で、１０市を１とした場合、三沢市は１.１６倍というふうに高く

なっております。あと、全国的にも、これは総務省のほうで出しておりまして、類似団

体、全国のうちで処理区域人口、処理区域面積の有収水量、供用開始後の年数、これをま

ず一まとめにして類似団体を設定しておりますけども、その全国の類似団体が１９０.９
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９円に対して三沢市は先ほどと同じく２４６.１５円ということで、類似団体を１とする

と１.２９倍というような、やはり汚水処理原価が高いというのもこれはありまして、包

括に踏み切ったところもございます。 

 以上です。 

堀副委員長：包括的民間委託の導入ということですけれども、これは丸投げするわけじゃ

ない。やっぱり何かあったときには、市の責任というのも出てくるのではないのかという

ふうに思いますけれども、そうなったときのためにも受託者を指導できるような人材とい

いますか、委託部局の話が出ましたけども、やっぱりそういった維持管理部門の技術を備

えた職員、そういう人がいるのかどうか教えてください。 

坂岡下水道課長：職員は、毎年処理場の担当者になった場合には下水道事業団の研修を受

けてきておりますので、人事異動等によってそこが欠員になった場合も、研修に行って技

術をちゃんと習得してもらうというような体制で臨んでおります。 

 以上です。 

堀副委員長：研修を受けたりするということですけども、やっぱりもっと何というのか

な、物申し得る知識を持った人、職員というのが必要じゃないのかなというふうに思いま

すけれども、ただ研修を受けてきたというだけでなくて、何か資格があるかどうか分から

ないんですけども、そういった詳しく受託機関を指導できるような、そういった人材も育

成していくべきだというふうに思いますけれども、その辺の考え方をちょっと。 

坂岡下水道課長：実は包括的民間委託に各市町村がふえているという原因の一つには、技

術者不足も原因にはなっております。人口減少に伴って職員の数も減っている中で、自然

的にまず我々も職員が減っております。その中で技術者も、研修で先ほど御説明したとお

り賄ってはいるものの、今後も特に増加というのもないものと思っております。ですの

で、これを賄うためにまた包括というふうな移行に行っているという実際の事例もたくさ

んございますし、各市町村の悩みはそこが一番大きいようであります。 

 ですので、我々としても、そこはしっかりと、業者に全て任せるのではなく、当然我々

もちゃんと管理していかなければならないと思っておりますけども、全国的にそういう流

れがあるということは私ども把握しております。今後は業者任せにならないように、今後

もしっかりとやっていきたいと思っています。 

下山委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：ないようですので、ただいま委員の方から大変多くの質問・意見が出された

と思います。大規模修繕の件であったり、業者の選定、包括的ということなんですけど

も、将来的に地元の業者さんが大事なので、そちらを技術指導して、これから先、また包

括を含めて業者選定をするときには考えていただきたいというふうな意見。あと、それか

ら物を申せる技術者の育成、こういうふうなことも考えながらこれから契約等々に進んで

いっていただきたいと思います。 

 それでは、これで案件１件目を終了いたします。 

 続きまして、案件２件目に移る前に説明員の入替えを行いますので、暫時休憩いたしま

す。 
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午前１０時４１分 休憩   

午前１０時４３分 再開   

下山委員長：それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 続きまして、案件２件目、スカイプラザミサワの運営状況について調査いたします。 

 本市は、国際色を打ち出したまちづくりを推進するため、米軍三沢基地を中心に、これ

まで市街地活性化を図ってきたところでありますが、その中心市街地活性化の拠点施設で

もあるスカイプラザミサワの運営状況について確認してまいります。 

 それでは、市当局より説明を願います。 

関経済部長：それでは、案件の２件目、スカイプラザミサワの運営状況について御説明申

し上げます。 

 お配りしております産業建設常任委員会資料、スカイプラザミサワの運営状況について

を御参照願います。 

 この資料は、スカイプラザミサワ第１５回・令和元年度事業報告、決算報告及び令和２

年度運営計画、収支計画、定時株主総会の資料でございます。例年であれば、６月にスカ

イプラザミサワの株主総会を開催しておりますが、本年は新型コロナウイルス感染症の影

響により株主総会は開催せずに、８月末に全株主からの同意書を提出していただく書面決

議という方式にて決算報告等がなされております。この資料は、当該書面決議の際に市長

に対して配付された資料の写しでございます。本日は、こちらの資料を用いて御説明させ

ていただきます。 

 まず、２ページ目を御覧ください。第１５期事業報告でございます。 

 １、管理部門の⑴テナント部門の状況についてでございますが、昨年度も入居率は１０

０％を維持しておりますが、入居しているテナントに変更がございました。内容は、５月

に退店となったコイワブルーウッズの空きスペースについて萬屋三沢店の増床スペースと

して埋めることとなりました。ただし、萬屋三沢店への貸付面積は広いことから、テナン

ト料が安く設定されているため、後ほど決算報告で御説明いたしますが、テナント家賃収

入については、昨年度と比較いたしまして７９万６,０００円の減収となったところでご

ざいます。なお、下の表は、平成３１年３月３１日時点でのテナント入居状況の一覧でご

ざいます。 

 このページの下から２行目から次の３ページにかけてを御覧ください。⑵アメリカ村に

ぎわい創出イベントの企画・開催の状況です。 

 はじめに、①アメリカ村サンクスカーニバルについてです。例年２月の下旬に開催して

おりましたが、今期は新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず中止となって

おります。 

 次に、②三沢基地航空祭等の内容です。御承知のとおり、三沢基地航空祭は毎年県内外

からの多くの来場者があり、前日から宿泊される方も大勢いらっしゃいます。そうした方

々をターゲットに、ミリタリー用品のフリーマーケットや飲食店ブースの出店等により集

客を図るなど、前期と比較しますと入店者数は１４７.４％、売上げについては１１２.３

％の増加となりました。なお、売上げ及び入店者数は、下の表のとおりとなっておりま

す。 
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 次に、③その他でございますが、例年どおり七夕まつり、三沢まつり、ハロウィンフェ

スタなどの各種イベントに合わせ飲食ブースを開設するなど、中心市街地のにぎわいに貢

献しております。 

 続きまして、３ページの下段からを御覧ください。２、直営小売部門でございます。 

 まず、ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡ売上高では、第１５期営業計画として売上高約１

億３,０００万円を目標に経営努力してまいりましたが、実績では１６.７％減の１億円弱

となり、残念ながら目標を達成することができませんでした。その要因といたしまして

は、コストコ商品の売上減少をはじめ、総合的に客数を伸ばすことができなかったことも

ありますが、特に新型コロナウイルス感染症の発生に伴う３月における客数の減少が、大

きく売上高、客数ともに落ち込む結果となっております。 

 ４ページの中段を御覧ください。ファストフード店であるＪａｃｋ＆Ｂｅｔｔｙです

が、少し見にくいですが段落ごとにＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡ内にあるＪａｃｋ＆Ｂ

ｅｔｔｙ、青森県立三沢航空科学館のＪａｃｋ＆ＢｅｔｔｙⅡ、移動販売車であるＪａｃ

ｋ＆Ｂｅｔｔｙ号の状況についてを記載しており、３店舗ともに売上げの向上が図られて

おります。 

 なお、５ページには、ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡ及び各Ｊａｃｋ＆Ｂｅｔｔｙの売

上げに関わる第１４期、第１５期の比較表と売上推移グラフが、次の６ページには直営店

舗及びＪａｃｋ＆ＢｅｔｔｙⅡのレジ通過客数がそれぞれ表とグラフで示しております。

御参照いただければと思います。 

 また、６ページ中段にある３、会議の欄は、令和元年度の株主総会をはじめ社内におけ

る会議の開催状況を載せてございます。 

 続きまして、７ページから１３ページまでは、第１５期（平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日まで）の決算報告書でございますが、当該報告書は複式簿記により作成さ

れた資料となっております。こちらを分かりやすくするため、１４ページに単式簿記によ

り表記した参考資料を添付しておりますので、令和元年の決算につきましてはこちらの資

料で説明させていただきます。 

 それでは、１４ページを御覧ください。スカイプラザミサワ株式会社令和元年度収支実

績表、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの収支でございますが、比較のた

め平成３０年度の実績についても記載しております。 

 まず、収入の合計でございますが、令和元年は１億７,７９２万６,０００円で、前年度

との比較では１,３６９万８,０００円の減となっております。減額となった理由として

は、先ほど申し上げたコイワブルーウッズの退店、萬屋三沢店への貸付先変更に伴うテナ

ント家賃収入の減少や、３月の新型コロナウイルス感染症の影響等による商品売上高の減

少などが要因となっております。 

 次に、費用の部でございますが、合計額は１億８,４８０万８,０００円で、前年度との

比較では１,０４９万６,０００円の減となっております。減額の理由といたしましては、

売上減少に伴う仕入れ等の減少、アメリカ村サンクスカーニバルの中止に伴う宣伝費用の

減少などが主な要因となっております。その結果、収入から費用を差し引いた経常利益は

６８８万２,０００円の赤字となっております。また、減価償却前の経常利益は５１０万
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４,０００円の黒字、各種税金等の支払い額を含めた当期純利益は８６６万２,０００円の

赤字となっております。 

 続きまして、１５ページを御覧ください。こちらは、第１６期・令和２年度の営業計画

書でございます。 

 まず、１、管理部門の⑴テナント部門でございます。テナント入居率は、引き続き１０

０％を見込んでおりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、特に影響の大き

かった飲食店を中心に約１０％の家賃減額を約３か月間実施し、テナント店への支援に努

めることとしております。 

 続いて、小売部門の⑴直営小売店部門でございますが、こちらについても新型コロナウ

イルス感染症の影響や県知事から要請された臨時休業・時間短縮営業を実施したことか

ら、売上げの大きな落ち込みが懸念されており、また、感染症対策の徹底や３密を避ける

ための混雑解消についても実施することとしております。 

 次に、１６ページを御覧ください。⑵Ｊａｃｋ＆Ｂｅｔｔｙですが、直営小売店同様、

新型コロナウイルス感染症の影響や県知事から要請された臨時休業・時間短縮営業を実施

いたしましたが、テイクアウト部門の販売展開やデリバリーサービスによる新規顧客の開

拓に努めることとしております。 

 ⑶Ｊａｃｋ＆ＢｅｔｔｙⅡ、青森県立三沢航空科学館カフェ営業ですが、県立三沢航空

科学館は観光客を中心とした誘客施設でもあるため、新型コロナウイルス感染症の影響に

より４月から６月上旬までは休館となりました。このため、当該店舗も休業となってお

り、その後においても来場者数が少ない状況が続いていることから、大幅な減収となるこ

とが予想されております。 

 次に、⑷Ｊａｃｋ＆Ｂｅｔｔｙ号、移動販売車営業ですが、これまで出店してきた各種

イベント等が新型コロナウイルス感染症の影響で相次いで中止となっていることから、短

期間の集中的な売上確保は難しい状況にありますが、このような時期こそテイクアウトの

利点を生かした事業展開をするため、公会堂前を中心としたランチ提供を実施していくこ

ととしております。 

 次に、１７ページを御覧ください。こちらは、今年度・第１６期の収支計画書でありま

す。収入の合計である１億５,２９７万２,０００円から費用の合計１億６,０６１万６,０

００円を差し引いた経常利益は、マイナス７６４万４,０００円となっております。減価

償却前の経常利益では、４２７万８,０００円のプラスを見込んでおります。しかしなが

ら、新型コロナウイルス感染症の影響が長引いていることや、冬が近づくにつれて弘前市

での飲食店クラスターをはじめ県内での発生数が拡大するなど、まだまだ予断を許さない

状況でもあることから、当該収支計画書よりもさらに経営が厳しいものになることが懸念

されております。 

 なお、補足となりますが、平成２３年３月１５日付で契約いたしました市からスカイプ

ラザミサワへの３,０００万円の貸付契約については、平成２８年度から５か年にわたっ

て１年度毎につき６００万円を支払う契約となっており、昨年度分につきましては令和２

年３月３１日に返済されております。これにより返済期間は残り１年間、令和２年度分で

ある６００万円の支払いをもって返済が終了となる予定でございますが、本年度は新型コ
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ロナウイルス感染症の影響により大変厳しい経営状況にあることもありますので、今年度

分の返済については、今後、経営状況を見極めつつ市とスカイプラザにおいて協議をして

いく予定となっておりますので、報告いたします。 

 スカイプラザミサワの運営状況に関する説明は、以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

下山委員長：ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対し質疑を行います。委員の皆さんからの御意見・御質問

等はございませんでしょうか。 

舩見委員：説明ありがとうございました。 

 １５ページなんですが、管理部門、テナント部門のところで、三沢市に対する要望書を

提出、有料駐車場ゲートの設置についてとございますが、この要望書の提出によって有料

ゲートをつけるんでしょうか、また、つけないんでしょうか、検討中なのでしょうか、教

えてください。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいま舩見委員さんから御質問ございました有料ゲー

トの件だと思います。この有料ゲートにつきましては、当初、ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡ

ＷＡの公園を計画した都市整備と関係する防衛省の予算を頂いてやっているものですか

ら、その辺の法的な部分で調整を図ってきました。先般も防衛省のほうの担当管理課が駐

車場のほうに見えられまして、当初望んでいたゲートのつけ方でございますが、公園は

やっぱり公園法として活用させる、駐車場は駐車場として活用してくれという指導がござ

いまして、今回、有料駐車場のゲートをつけるつけないについては、今のところつけない

といいますか、法律上まだ問題がございますので、つけない予定といいますか、設置する

予定ではございません。 

 以上です。 

舩見委員：公園と駐車場との設置ということで、設置が厳しいかもということで理解しま

した。 

 駐車場がなくて、夜、居酒屋とか飲みに行ったりするときに違法駐車、他店舗ですけど

もございますので、その辺も警察と協力しながら、個店の努力もございます。あると思い

ますので、その辺も行政として、違法駐車ってやっぱり自分の敷地に勝手に止められる

と、ちょっとという部分もございますので、協力し合いながらやっていただければと思い

ます。 

 もう一つ、１４ページなんですが、私は勉強不足でちょっとあれなんですが、収入の部

の補助金等とございますが、この補助金というのの詳細といいますか、備考でよろしいの

でお教えいただけますか。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまの収入の部の補助金の内訳、詳細について御説

明願いたいということでございます。 

 内訳につきましては、イベント広場の管理業務委託料、これが公園の除雪であったり、

周りの雑草を取ってもらったり、そういうものについての主に除雪費が大きいところでご

ざいますが、２５９万２,０００円のお金を委託料として払っておりますのがこの中に含

まれております。あともう一つが商工振興費補助金、これは商工会のほうから７７５万円
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ほど入った想定金額で補助金等の金額９０７万１,０００円となっております。内訳はこ

の２件でございます。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 先ほども御説明のあった平成２８年からの貸付金の３,０００万円が、コロナの影響も

ございますが、完済のめどが立ってるということで、私も商売してますので、年間６００

万円は返せないです。すごいなと、スカイプラザは企業努力しておられるなと、創意工夫

しておられるので、今後も一方通行、アーケードが取れて改良されますが、メインの施設

として栄え、私はその場所に住む者としてＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡを活用して、ま

た、もうちょっと上久保寄りといいますか、駅寄りのほうにも回遊性が果たされるような

効果を期待して、また、市としても筆頭株主だと思いますので、その辺の行政としてのス

タンスといいますか、今後の展開というのがございましたらお教えいただけますか。 

長根経済部参事兼産業観光課長：今後の中心市街地の活性化ということだと思います。 

 確かにＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡは、中心市街地活性化の核としてアメリカ村を発

足させながら活性化を目的ということで整備されたものと認識しております。ただ、今は

コロナの影響もあって実際はお客さんが来ていないというのも、やはり否めない状況でご

ざいます。しかしながら、我々といたしましては、せっかくつくって利用率を上げるため

に、市としてこれからも利用率を上げながら人が集まるような対策、そして上久保のほう

にも回遊性を持たせるように努力をしていかなければならないとは考えております。 

 ただ、一番大切だと私は思っているのは、地域の活性化というのはやはり行政だけでは

なくて、地域で経済を生み出すのは、やはりそこに住む方々、事業主の方々だと思ってお

ります。その辺も今後商工会並びにまた事業者の方々の声を聴きながら、どういうふうな

方向性を持っていけばいいのかというのを、これから深く考えていきたいなと思っており

ます。 

 以上です。 

舩見委員：ありがとうございます。私もあそこで商売する者として、商店は少なくなって

きてますけども、そこで生きる者として経営の努力、自店の魅力づくりに取り組んでまい

りたいと思ってますし、また、行政と商工会と連携・協力しながら今後も取り組んでいき

たいと思ってますので、引き続き御支援をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

遠藤委員：すみません。まず、テナントの契約のことがちょっと分からないので、契約に

関しては単年度契約なのか、そこを教えていただきたいと思います。 

長根経済部参事兼産業観光課長：契約に関しましては、単年度契約ではなくて、複数年契

約だと伺っております。 

 以上です。 

遠藤委員：そこで、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、先ほど説明があったように、

テナントの家賃収入について、萬屋さんが一回拡張することによってちょっと下がってい

るというお話もあるんですけども、テナントの経営が危うくなってしまうと減額をします

という話もあるんですが、また、テナントの中でも萬屋さんが撤退するんじゃないかとい

う話も聞こえてきてるんですけど、その辺の情報については何か答えられるんですか。 
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長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまの遠藤委員の萬屋さんが撤退するのではない

か、情報があったら教えてほしいということだと思います。 

 確かに春先に萬屋さんが撤退するようなお話を聞きました。その際の理由としては、店

が基本的に２階にあって、バックヤードが使いづらいと。バックヤードがない、要は品出

しをするためのスペースがないものですからというのは聞いておりました。ただ、これは

ここで言っていいのかちょっとあれですけども、萬屋さんが行く先の店の方々がうわさを

していたそうで、これはサンデーの南町だったんですけども、サンデーのほうから実は撤

退しないというような話になったようで、そもそも行く先がなくなった。 

 結局、なぜサンデーの南町が営業がよくなったかという理由が、実は５月の連休中に不

要不急の外出を避けてくださいということで、結構サンデーのお客さんのほうが入って、

収入があったようです。それで、サンデーのほうでは、もう少しここの場で営業したいと

いうことになったらしくて、萬屋さんがそこに行く予定だったけども、サンデーさんが今

後もそこで営業を続けていくということになって、またその話がなくなって、今のところ

に落ち着いたというような経緯でございます。 

 以上です。 

遠藤委員：すみません。ちょっと聞きづらいことまで聞いてしまったようで。 

 やっぱりテナントの件に関しては、３階も結構そのまま使っているということと、２階

も経営の状況によってはそういうこともあると思いますので、その辺のところもいろいろ

店舗状況を踏まえながら検討していかなきゃいけない問題だなと思いますけれども、私た

ちもＰＲとしてＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡを、また、市外の人たちもとてもいいお店

だということで、来たらＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡに行きたいという声も上がってま

すので、協力しながらやっていきたいと思いますので、その辺も含めてＰＲしていけたら

なと思いますので、よろしくお願いします。 

下山委員長：ほかにございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：ほかにないようですので、これで質疑は終了させていただきます。 

 今、スカイプラザに関しては、駐車場の件だったり、中心市街地の拠点であるというふ

うな話もございましたので、ただ、今年度の貸付けに関しては今検討中であるというふう

な議論もされております。そこは協議の上、これからも盛り上げていっていただきたいと

思います。 

 以上で、本日の案件は終了となります。 

 なお、この所管事務調査については、今定例会で委員長報告をすることになりますが、

この内容については正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、これをもちまして産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時１２分 閉会   
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以   上 

 

委 員 長   下 山 光 義   


